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北九州市監査公表第１号 

令和元年５月２４日  

北九州市監査委員  井 上   勲 

同         廣 瀨 隆 明 

同         香 月 耕 治 

同         河 田 圭一郎 

監査委員の監査の結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方

自治法第１９９条第１２項の規定により、次のとおり公表する。 

１ 監査の種類 

定期監査(工事監査) 

２ 措置を講じた局等 

港湾空港局 

３ 監査の期間 

平成３０年４月１９日から平成３０年８月２２日まで 

４ 監査公表の時期 

平成３１年２月２０日（平成３１年監査公表第３号） 
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５ 監査の結果に基づく措置状況 

（１）港湾空港局 

監  査  の  結  果 措  置  状  況 

ア 工事費の積算について 

（整備保全課） 

［１１］改修（統合）戸畑浮桟橋設置

工事（２８） 

本工事は、若戸渡船における戸畑側

浮桟橋の老朽化のため、浮桟橋、連絡

橋及びそれらを覆う屋根を新規に製

作し、現渡船場の東側に仮設置するも

のである。 

工事費の積算にあたり、連絡橋を除

く、屋根及び浮桟橋等については、建

設資材価格特別調査により資材価格

を決定しているが、このうち屋根塗装

の価格には素地調整及び下塗りを含

み、中塗り及び上塗りは含まれていな

い。 

しかし、屋根塗装の積算にあたっ

て、素地調整から上塗りまでの費用を

計上したため、屋根塗装に係る素地調

整及び下塗りの費用が二重計上とな

っていた。 

また、中塗り及び上塗りは現場塗装

であるにも関わらず、工場塗装歩掛を

適用したため、不適切な積算となって

いた。 

 工事の積算にあたっては、所定の基

準書等を遵守し、適切に行われたい。

今回の指摘は、浮桟橋及び連絡橋の

上屋（屋根）の塗装について、塗装の

工程や施工箇所を十分に把握できて

いなかったことが、二重計上及び不適

切な積算の原因である。 

今回の指摘を踏まえ、①「塗装工の

設計にあたっては、各工程や施工箇所

を設計会社や施工業者等に確認して

十分に把握すること」、②「建設資材

価格特別調査の依頼を行うにあたっ

ては、塗装の有無などの条件をはっき

りと明示して依頼を行うこと」を平成

３０年９月２８日開催の「整備保全課

調整会議」にて周知徹底を図った。 

また、局の「設計・積算上の取り決

め事項」に、これらの改善策を１１月

１日に追記した。 

さらに、過去に監査で指摘された事

例を取り纏めたものを作成し、今後、

同様の間違いが起きないよう、設計に

あたっては、それを参照するよう指導

を行った。 
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監  査  の  結  果 措  置  状  況 

イ 工事の施工管理について 

（整備保全課） 

［２８］改修（統合）北湊物揚場（－

３．５ｍ）工事（２９) 

本工事は、若松区大字安瀬の北湊地

区において、物揚場の劣化したコンク

リート部分を除去し、新たに断面修復

材でコンクリート断面を復元するも

のである。 

土木工事の施工管理においては、工

程管理、出来形管理、品質管理及び写

真管理の方法が、土木工事施工管理基

準によって定められている。また、こ

の基準が定められていない工種につ

いては、監督員と協議の上、施工管理

を行うことになっている。 

本工事の断面修復工は、土木工事施

工管理基準に定めがないため、監督員

と受注者との協議がなされ、出来形管

理等を決定している。しかし、決定し

た断面修復工の出来形管理において

は、測定箇所は縦横の「幅」のみであ

り、「厚さ」は対象となっていなかっ

た。また、施工後に行う断面修復工の

写真管理においては、全箇所で「幅」

とともに「厚さ」を撮影することにな

っていたが、「厚さ」を撮影していな

かった。 

このため、契約図書に定められた断

面修復材の適正な施工数量を把握で

きず、不適切な施工管理となってい

た。 

 今回の指摘は、施工管理の内容につ

いて、監督員と受注者の協議が不十分

であったことと、施工計画書に記載し

た管理内容に従った管理がなされな

かったことから、不適切な施工管理と

なっていたものである。 

 今回の指摘を受け、今後は、市土木

工事施工管理基準に定めのない工種

については、監督員と受注者で十分に

協議を行ったうえで施工計画書への

記載を確実に行い、施工計画書に基づ

く施工管理を徹底することとし、再発

防止を図るため、「整備保全課調整会

議」（平成３０年９月２８日実施）の

中で、周知徹底を図った。 

また、過去に監査で指摘された事例

を取り纏めたものを作成し、今後、同

様の間違いが起きないよう、それを参

照するよう指導を行った。 
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監  査  の  結  果 措  置  状  況 

管理基準が定められていない工種

は、土木工事施工管理基準を遵守し、

管理項目及び方法を定め、施工管理を

適切に行われたい。 

注・・［ ］内の数字は、平成  年監査公表第  号の別表１本工事抽出一覧表の番号を示す
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北九州市監査公表第２号 

令和元年５月２４日  

北九州市監査委員  井 上   勲 

同         廣 瀨 隆 明 

同         香 月 耕 治 

同         河 田 圭一郎 

監査委員の監査の結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方

自治法第１９９条第１２項の規定により、次のとおり公表する。 

１ 監査の種類 

定期監査(工事監査) 

２ 措置を講じた局等 

教育委員会 

３ 監査の期間 

平成３０年７月２５日から平成３０年１２月１３日まで 

４ 監査公表の時期 

平成３１年２月２０日（平成３１年監査公表第６号） 
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５ 監査の結果に基づく措置状況 

（１）教育委員会 

監  査  の  結  果 措  置  状  況 

ア アスベストの処理について 

（施設課） 

［軽微な工事］曽根小学校他１校管理

棟手摺設置他工事（身障・自情） 

本工事は、校舎の階段に手摺を設置

し、教室のビニル床タイルをフローリ

ングに貼り替えるものである。 

ビニル床タイルやスレート波板な

どの成形板は、施工した年代により、

アスベスト含有の建築材料の可能性

があるため、設計図書や分析調査によ

りアスベストが含まれていないこと

を確認して取り外すか、アスベストが

含まれているものとみなして、飛散防

止などの措置を講じて取り外す必要

がある。 

しかし、受注者は、ビニル床タイル

にアスベストが含まれていないこと

を確認せずに、飛散防止などの措置が

不完全なまま、取り外し作業を行って

いた。 

建築物の改修等に伴う除去作業で、

アスベストが使用されている可能性

がある建築材料を取り外す場合は、労

働安全衛生法等の規定を遵守させる

よう確認や指示を行い、アスベストの

処理を適切にされたい。 

なお、施設の所管部署等は、今回の

アスベスト除去工事以外に多種多様

な軽微な工事を発注するが、業者任せ

今回の指摘は、アスベスト含有の可

能性がある建材の改修工事を実施す

るにあたり、経験豊富な施工業者の判

断を信用して行ったことが原因で生

じたものである。 

今回の指摘を受け、アスベスト含有

の有無が判断できない建材の改修工

事を行う際には、技術職員に対応方法

を相談し指導を仰ぐこととし、あわせ

て業者に交付する特記仕様書にアス

ベストの適切な措置にかかる文言を

追記し、注意喚起を図ることとした。

 また、これらについて業務マニュア

ルに追記するとともに、１２月２０日

に関係職員に周知した。 

 なお、１２月２１日に技術監理局及

び建築都市局とアスベストの措置に

かかる対応について協議し、技術監理

局においては、アスベスト含有の可能

性がある建材の取扱いについて、１２

月２１日に全局宛に通知を行い、建築

都市局においては、軽微な工事の見積

内容の確認を行う際に、アスベストの

措置にかかる注意喚起を明示するこ

ととし、再発防止措置を講じた。
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監  査  の  結  果 措  置  状  況 

とならないように必要に応じて技術

部署等と連携し、工事内容に関する関

係法令等について、事前に把握のうえ

工事発注に努められたい。 
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